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○ 第２回合同WTで検討する論点は以下のとおりです。

１．第２回合同WTにおける検討論点

※３ 支払基金の名称変更に伴う機能要件等の修正については、「医療法等の一部を改正する法律案」が衆議院で閉会

中審査、参議院で継続審査となっているため、今後の動向を踏まえて検討を行います。

No 検討論点 見直しの契機 関連個所 改定時期

１

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月27日 閣議決定）に伴
う、地方税における給与所得控除の見直し、特定親族特別控
除の創設、その他の所要の措置による管理項目等の検討
（令和８年度分以後の個人住民税について適用）

制度改正 ２－12頁

令和８年１月末

２
デジタル庁のPMH仕様書の変更に伴う、自立支援医療、療養
介護医療・肢体不自由児通所医療のPMH連携に関する規定
内容の検討

制度改正以外 13－16頁

※１ 標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご質問等を踏まえた機能の見直しや訂正について、

現時点において訂正のみとなっており、訂正内容については17－21頁に記載しています。

※２ 令和６年度税制改正大綱（令和５年12月22日 閣議決定）に伴う地方税における扶養控除の見直し（令和９年度分以

後の個人住民税について適用）について、適用時期の延長も含めて検討中であるため、今後の状況を踏まえて検討

を行います。
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２．検討論点１の概要について（1/11）

○ 検討論点１の概要は以下のとおりです。国制度手当及び特別児童扶養手当について、令和７年度税制改正にお
ける特定親族特別控除の創設に伴い、所得制限の判定における所得額の計算に特定親族特別控除を追加する
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」の一部を改正する政令が公布されました。また、税務システム
標準仕様書【第5.0版】 （令和７年８月29日改定）の策定に伴い、制度所管担当課において検討の上、標準仕様書
【第5.1版】案を作成しています。なお、デジタル庁と協議の上、標準仕様書【第5.1版】案での対応を前提に、先んじて
機能別連携仕様（個人住民税システム） 【第9.0版】 （令和７年９月30日改定）に特定親族特別控除に係る項目が追
加されています。

〇 障害福祉サービス等及び自立支援医療については、令和７年度税制改正後の市町村民税所得割額を用いて所
得区分の判定を行う方向で検討しているため、現時点で障害者福祉システム標準仕様書に影響はありません。

検討中の内容を含む

No 対応内容 適合基準日

１

国制度

手当
機能・帳票要件

機能ID：0221421（実装必須機能）

を新規追加

本人、配偶者、扶養義務者に係る管理

項目「特定親族特別控除額」を追加
令和８年７月１日

２
機能ID：0221422（標準オプション

機能）を新規追加

扶養義務者候補に係る管理項目「特

定親族特別控除額」を追加
-

３
機能ID：0221423（実装必須機能）

を新規追加

税情報の参照項目及び自動判定に

「特定親族特別控除額」を追加
令和８年７月１日

４
機能ID：0221424（標準オプション

機能）を新規追加

※２のアラート処理時の税情報の参照

項目及び自動判定に「特定親族特別

控除額」を追加

-

５
機能ID：0221425（実装必須機能）

を新規追加

新年度の自動判定に「特定親族特別

控除額」を追加
令和８年７月１日

※ 当改定に合わせ、国制度手当の機能ID：0220444、0220445 について、要件の考え方・理由欄の所得判定に係る要件

の記載を削除する訂正を行っています。
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２．検討論点１の概要について（2/11）

No 対応内容 適合基準日

６

国制度

手当

帳票レイアウト

帳票ID：0220077

16_障害児福祉手当（福祉手当）所

得状況届

⑬の欄に対する裏面の注意書きに、

「特定親族特別控除」を追加
令和８年７月１日

７
帳票ID：0220078

17_特別障害者手当所得状況届

⑭の欄に対する裏面の注意書きに、

「特定親族特別控除」を追加
令和８年７月１日

８
帳票ID：0220073

12_所得状況関係連名簿

「特定親族特別控除」、「㋒16 歳以上

19 歳未満の控除対象扶養親族の数」

の枠を追加

-

９ 帳票詳細要件
帳票ID：0220073

12.所得状況関係連名簿
印字項目に通番70-73を追加 -

10

特別

児童

扶養

手当

機能・帳票要件

機能ID：0221426（実装必須機能）

を新規追加

本人、配偶者、扶養義務者、扶養義務

者候補、障害児童に係る管理項目「特

定親族特別控除額」を追加

令和８年７月１日

11
機能ID：0221427（標準オプション

機能）を新規追加

税情報の自動連携項目及び自動判定

に「特定親族特別控除額」を追加
-

12
機能ID：0221428（標準オプション

機能）を新規追加

新年度の所得情報一括登録に「特定

親族特別控除額」を追加
-

13

帳票レイアウト

帳票ID：0220230

11_特別児童扶養手当所得状況届

⑮の欄に対する裏面の注意書きに、

「特定親族特別控除」を追加
令和８年７月１日

14
帳票ID：0220241

22_特別児童扶養手当認定請求書

裏面の㉘の欄に対する注意書きに、

「特定親族特別控除」を追加
令和８年７月１日

※ 上記の改定に合わせ、特別児童扶養手当の機能ID：0221159 について、要件の考え方・理由欄の所得判定に係る要件の

記載を削除する訂正を行っています。

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（3/11）

＜機能・帳票要件 05.国制度手当＞

適合基準日は、令和８年７月１日としています。

適合基準日は、令和８年７月１日としています。

適合基準日は、令和８年７月１日

としています。

自動判定に「特定親族
特別控除額」を追加

自動判定に「特定親族
特別控除額」を追加

管理項目に「特定親族
特別控除額」を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（4/11）

＜帳票レイアウト 05.国制度手当 16_障害児福祉手当（福祉手当）所得状況届＞

「特定親族特別控除」を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（5/11）

＜帳票レイアウト 05.国制度手当 17_特別障害者手当所得状況届＞

「特定親族特別控除」を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（6/11）

＜帳票レイアウト 05.国制度手当 12_所得状況関係連名簿＞

「特定親族特別控除」の枠を追加
「㋒16 歳以上 19 歳未満の控除
対象扶養親族の数」の枠を追加
※ 令和７年度税制改正に関係
しないが、同一生計配偶者及び
扶養親族の合計数に必要であ
るため追加

７名分を５名分に変更
※ 特定の枠追加に伴う

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（7/11）

＜帳票詳細要件 05.国制度手当 12_所得状況関係連名簿＞

「㋒16 歳以上 19 歳未満の控除対象
扶養親族の数」の印字項目を追加

「特定親族特別控除」の
印字項目を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（8/11）

＜機能・帳票要件 12.特別児童扶養手当＞

適合基準日は、令和８年７月１日

としています。
管理項目に「特定親族
特別控除額」を追加

自動判定に「特定親族
特別控除額」を追加
自動判定に「特定親族
特別控除額」を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（9/11）

＜帳票レイアウト 12.特別児童扶養手当 11_特別児童扶養手当所得状況届＞

「特定親族特別控除」を追加

検討中の内容を含む
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２．検討論点１の概要について（10/11）

＜帳票レイアウト 12.特別児童扶養手当 22_特別児童扶養手当認定請求書＞

「特定親族特別控除」を追加

検討中の内容を含む



12

２．検討論点１の概要について（11/11）

「特定親族特別控除額」が追加

「本人該当区分_特定親族特別控除対象」が追加
※ 本人が他の納税義務者の特定親族特別控除の
対象として申告されているか否かを設定する項目

（令和７年９月30日改定）

検討中の内容を含む
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３．検討論点２の概要について（1/4）

○ 検討論点２の概要は以下のとおりです。なお、デジタル庁のPMH仕様書において、自己負担上限額種別の医科
歯科入外合算、医科歯科入院及び医科歯科外来の項目が、令和７年度下期で連携廃止予定となっているため、
令和７年度下期に、追加で設定内容の見直しが発生する可能性があります。

対応内容 修正箇所

デジタル庁のPMH仕様書の変更に伴い、「【PMH】0703_ファイル設計書_

医療費助成対象者情報登録用ファイル_Ver.2.0」及び「【PMH】0703_ファ

イル設計書_医療費助成対象者差分履歴情報登録用ファイル_Ver.2.0」

に合わせた設定内容に変更

（別添１）PMH登録時の設定内容

自立支援医療（全件）

自立支援医療（差分）

療養介護医療・肢体不自由児通所医療（全件）

療養介護医療・肢体不自由児通所医療（差分）

【留意事項】

公表済みの障害者福祉システム標準仕様書の「（別添１）PMH登録時の設定内容」については、最新のデジタル庁のPMH仕様書

の内容を反映できていない場合があるため、標準準拠システムに移行済みの自治体で、ＰＭＨの先行実施（自立支援医療、療養介

護医療・肢体不自由児通所医療）を行う場合は、必ずデジタル庁が公表している最新のＰＭＨ仕様書に対応いただきますようお願い

いたします。

デジタル庁ホームページ： https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
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３．検討論点２の概要について（2/4）

＜（別添１）PMH登録時の設定内容 自立支援医療（全件）、自立支援医療（差分）＞
変更点は紫文字とし、

画像は差分連携の変更点の一部を示しています

以下の箇所について、自立支援医療（全件）は42項目、自立支援医療（差分）は45項目を変更しています。
・不開示フラグの設定内容
・PMH仕様書のファイル名やバージョン

・自己負担上限額種別が医科歯科入外合算、医科歯科入院及び医科歯科外来の各項目
・負担率（日）、負担率（回）の各項目 等

差分連携
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３．検討論点２の概要について（3/4）

＜（別添１）PMH登録時の設定内容 療養介護医療・肢体不自由児通所医療（全件）、療養介護医療・肢体不自由児通所医療（差分）＞

変更点は紫文字

PMH仕様書のファイル名の変更に合わせて変更

全件連携

差分連携
不開示フラグについて、PMH仕様書の
項目説明の追記に伴い、設定内容を変更
不開示フラグについて、PMH仕様書の
項目説明の追記に伴い、設定内容を変更
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３．検討論点２の概要について（4/4）

デジタル庁のPMH仕様書において「不開示フラグ」の項目説明に「中間サーバの不開示フラグとの同期まで求めているものではあり

ません」の説明が追加されたため、機能・帳票要件（01.障害者福祉共通）の機能ID：0221400、0221401（PMH連携用「不開示フラグ」の

管理等）について、要件の考え方・理由欄の一部内容を訂正しています。
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４．標準化PMOツールからのご意見を踏まえた訂正（1/5）

No ご意見の内容 訂正内容

１

【検討課題一覧 No.19 】

障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙４）帳票レイアウト

帳票ID：0220062、0220087、0220088、0220232、0220233、0220242、0220243、0220245、

0220246

以下の帳票※について、「障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙４）帳票レイア

ウト」では帳票の裏面に様式番号が表記されているため不要であれば削除した方が良い

と思います。

※「認定通知書」（帳票ID：0220062）、「障害児福祉手当認定請求書」（帳票ID：0220087）・

「特別障害者手当認定請求書」（帳票ID：0220088）、「特別児童扶養手当認定通知書」（帳

票ID：0220232）・「特別児童扶養手当支給停止通知書」（帳票ID：0220233）・「特別児童扶

養手当額改定請求書」（帳票ID：0220242）・「特別児童扶養手当額改定届」（帳票ID：

0220243）・「特別児童扶養手当資格喪失届」（帳票ID：0220245）・「未支払特別児童扶養

手当請求書」（帳票ID：0220246）

ご意見の帳票レイアウトの裏面の様式番号については不要
であるため、令和８年１月改定に合わせて削除する訂正を行
います。

○変更箇所
帳票レイアウト 05.国制度手当
帳票ID：0220062 01_認定通知書
帳票ID：0220087 26_障害児福祉手当認定請求書
帳票ID：0220088 27_特別障害者手当認定請求書

帳票レイアウト 12.特別児童扶養手当
帳票ID：0220232 13_特別児童扶養手当認定通知書
帳票ID：0220233 14_特別児童扶養手当支給停止通知書
帳票ID：0220242 23_特別児童扶養手当額改定請求書
帳票ID：0220243 24_特別児童扶養手当額改定届
帳票ID：0220245 26_特別児童扶養手当資格喪失届
帳票ID：0220246 27_未支払特別児童扶養手当請求書

例 ＜05.国制度手当 01_認定通知書 【第5.0版】＞ ＜05.国制度手当 01_認定通知書 【第5.1版】案＞

裏面の「様式番号」
を削除

05.国制度手当 01_認
定通知書 と同様に、
上記に記載している帳
票レイアウトを訂正して
います。
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４．標準化PMOツールからのご意見を踏まえた訂正（2/5）

No ご意見の内容 訂正内容

２

【検討課題一覧 No.20 】

・障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙４）帳票レイアウト

帳票ID：0220172、0220173、0220176、0220180、0220185、0220186、0220191、0220194

更生医療・育成医療の「認定決定通知書」（帳票ID：0220172、0220185）・「却下通知書」

（帳票ID：0220173、0220186）・「変更決定通知書」（帳票ID：0220176、0220191）・「支給認

定取消通知書」（帳票ID：0220180、0220194）の教示文について、「障害者福祉システム

標準仕様書【第5.0版】（別紙４）帳票レイアウト」では『都道府県名知事に対して審査請求

をすることができます』との記載になっていますが、自立支援医療費に係る処分は障害者

総合支援法第97条第１項の規定に該当しないため『市町村名長に対して審査請求をする

ことができます』の記載が正しいのではないかと思います。

ご意見の帳票レイアウトの教示文について、審査請求先は
「都道府県知事」ではなく「市町村長」となるため、令和８年１
月改定に合わせて訂正いたしました。

○変更箇所
帳票レイアウト 08.自立支援医療（更生医療）
帳票ID：0220172 05_認定決定通知書
帳票ID：0220173 06_却下通知書
帳票ID：0220176 09_変更決定通知書
帳票ID：0220180 13_支給認定取消通知書

帳票レイアウト 09.自立支援医療（育成医療）
帳票ID：0220185 03_認定決定通知書
帳票ID：0220186 04_却下通知書
帳票ID：0220191 09_変更決定通知書
帳票ID：0220194 12_支給認定取消通知書

上記に記載している帳票
レイアウトについて、審査
請求先を「都道府県知事
」から「市町村長」となる
ように修正



No ご意見の内容 訂正内容

３

【検討課題一覧 No.25 】

（帳票ID：0220017）14.身体障害者手帳（紙様式）

（帳票ID：0220038）11.療育手帳（紙様式）

（帳票ID：0220054）08.障害者手帳（紙様式）

上記帳票IDの用紙のサイズについての確認となります。

標準仕様書には、「１面のサイズ」と「面数」が定義されております。

したがって、手帳のサイズは「（縦）１面の縦サイズ、（横）１面の横サイズ×面数」となる認識です。

ただし、障害者福祉標準仕様書第5.0版の帳票レイアウトを確認すると、対象の帳票には様式番

号が枠外左上に印字されているため、実際の用紙サイズとしては手帳のサイズより一回り大きく

する必要がございます。

手帳を印字するための用紙は特殊サイズの用紙（A4等ではない）になる想定のため、印刷する用

紙のサイズを定義することで、各自治体様でご準備いただく用紙サイズを統一した方がよいと考え

ます。そのため、用紙サイズは標準仕様書に記載のある「（縦）１面の縦サイズ、（横）１面の横サ

イズ×面数」とし、様式番号は枠内（「（縦）１面の縦サイズ、（横）１面の横サイズ×面数」のサイズ

内）に印字する仕様としたので問題ないでしょうか。

※これにより、自治体様は「（縦）１面の縦サイズ、（横）１面の横サイズ×面数」のサイズの用紙を

ご準備いただくことでの統一的な対応が可能となります。

ご意見の帳票レイアウトの「（縦）１面の縦サイズ、
（横）１面の横サイズ×面数」の枠外にある様式番
号については枠内が望ましいため、令和８年１月改
定に合わせて訂正を行います。

○変更箇所
帳票レイアウト 02.身体障害者手帳
帳票ID：0220017 14.身体障害者手帳（紙様式）

帳票レイアウト 03.療育手帳
帳票ID：0220038 11.療育手帳（紙様式）

帳票レイアウト 04.精神障害者保健福祉手帳
帳票ID：0220054 08.障害者手帳（紙様式）

19

４．標準化PMOツールからのご意見を踏まえた訂正（3/5）

【第5.0版】 【第5.1版】案

様式番号を枠内に移動

様式番号は枠外

＜02.身体障害者手帳＞
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４．標準化PMOツールからのご意見を踏まえた訂正（4/5）

【第5.0版】

【第5.1版】案

【第5.0版】 【第5.1版】案

様式番号は枠外

様式番号を枠内に移動

＜03.療育手帳＞

＜04.精神障害者保健福祉手帳＞

様式番号は枠外

様式番号を枠内に移動
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４．標準化PMOツールからのご意見を踏まえた訂正（5/5）

No ご意見の内容 訂正内容

４

【検討課題一覧 No.26 】

（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費）支給変更申請書兼利用者負担額減額・免

除等申請書、（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費）支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等

変更決定通知書について支給変更申請書には地域相談支援給付費の記載がありますが、支給変更決定通知書には記

載がありません。

何か意図があって記載していないということでしょうか？支給変更決定通知書に記載がない理由をお教え願います。

【検討課題一覧 No.27 】

・障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙２）機能・帳票要件 機能ID：0220716

・障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙３）帳票詳細要件

・障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】（別紙４）帳票レイアウト 帳票ID：0220111

「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費）支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定

通知書」（帳票ID：0220111）について、「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費）

支給（給付）決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」（帳票ID：0220105）と異なり地域相談支援給付費が

含まれていないのは「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」の第２のⅦの11より「なお、運用

上、申請による地域相談支援給付決定の変更は想定されないことに留意。」とあるためと推察しますが、障害者総合支援

法第51条の９第２項の職権により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合、障害者総合支援法施行規則第34

条の45第１項の規定に基づく書面による通知を「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費）支給変更決定

通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」により行うことになるのでしょうか？

「18_（介護給付費等）支給変更決定通知書兼
利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」
につきましては、「介護給付費等に係る支給
決定事務等について」様式例集様式第８号に
準じているため、「地域相談支援給付費」を記
載しておりませんが、障害者総合支援法施行
規則第三十四条の四十五第一項の規定を踏
まえ、令和８年１月改定に合わせて「地域相
談支援給付費」の記載を追加する訂正を行い
ます。

○変更箇所
06.障害福祉サービス等（受給者管理）
機能・帳票要件 機能ID：0220716
帳票詳細要件、帳票レイアウト 帳票ID：

0220111
18.（介護給付費 訓練等給付費 特定障

害者特別給付費 地域相談支援給付費）支
給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免
除等変更決定通知書

＜支給変更決定通知書 【第5.0版】＞ ＜支給変更決定通知書 【第5.1版】案＞

「地域相談支援

給付費」を追加

根拠条項を「（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２４条）

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第３４条の５）

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の９）」に変更

「地域相談支援

給付費」を追加

機能・帳票要件、帳票詳細要件における訂正は、

帳票名称に「地域相談支援給付費」を追加
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